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訴訟の判決に関するお知らせ 

 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構（以下「機構」という。）より当社に対して提

起されていた複数の損害賠償請求訴訟について、東京高等裁判所により判決（以下「高裁判決」

という。）が言い渡され、高裁判決について、機構及び当社が上告及び上告受理申立てを行って

いましたが、平成 25 年 6 月 25 日付で、最高裁判所より上告棄却及び上告受理申立ての不受理

の決定を受け、高裁判決が確定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

記 

１．判決のあった裁判所及び年月日 

 (1) 東京高等裁判所 

  平成 20 年（ワ）第 13 号 損害賠償請求事件 平成 24年 1月 20 日 

（平成 14年 12 月 16 日の東九州自動車道小倉ジャンクションＢランプ橋（鋼上部工）工事の

競争入札） 

  平成 20 年（ワ）第 22 号 損害賠償請求事件 平成 24年 1月 27 日 

（平成 14年 8月 7日の東名高速道路酒匂川橋支承改良南工事の競争入札） 

  平成 20 年（ワ）第 26 号 損害賠償請求事件 平成 24年 2月 2 日 

（平成 14年 12 月 19 日の中央自動車道小原第一橋（鋼上部工）拡幅工事の競争入札） 

  平成 20 年（ワ）第 37 号 損害賠償請求事件 平成 24年 1月 20 日 

（平成 15年 11 月 17 日の名神高速道路桂川大橋（鋼上部工）補強工事の競争入札） 

  平成 20 年（ワ）第 39 号 損害賠償請求事件 平成 24年 7月 27 日 

（平成 14年 9月 25 日の第二東名高速道路渡刈高架橋（鋼上部工）工事の競争入札） 

 

 (2) 最高裁判所 

  上記各高裁判決に対する上告及び上告受理申立て全て 平成 25年 6月 25 日 

 

２．高裁判決の確定に至った経緯 

当社は、平成 20 年 12 月に独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構より、先の鋼橋上

部工工事の入札における各談合行為に対して、他社との不真正連帯債務による複数の損害賠

償請求訴訟の提起を受け、損害の範囲等について争っていましたが、平成 24 年 1 月、2 月及

び 7月に高裁判決が下され、機構から（一部事件については当社からも）、最高裁判所に対し

て上告及び上告受理申立てがなされていましたが、平成 25 年 6 月 25 日に最高裁判所から上

告棄却及び上告理由申立ての不受理の決定が行われ、高裁判決が確定いたしました。           
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３．訴訟の相手方の概要 

(1) 名        称 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 

(2) 所    在    地 東京都港区西新橋２丁目８番６号 

(3) 代表士者の役職・氏名 理事長 勢山 廣直 

 

４．高裁判決の内容 

  高裁判決においては、各事件において、以下の請求金額に対して、以下のとおりの金額の

請求が認容され、機構の請求棄却又は請求金額の一部認容となっています。 

事件番号 請求金額 

（損害額元本） 

認容金額 

（認容額元本） 

平成 20 年（ワ）第 13 号 87,738 千円 請求棄却

平成 20 年（ワ）第 22 号 56,592 千円 26,924 千円

平成 20 年（ワ）第 26 号 29,233 千円 23,296 千円

平成 20 年（ワ）第 37 号 8,322 千円 請求棄却

平成 20 年（ワ）第 39 号 155,421 千円 7,377 千円

 

５．最高裁の決定の内容 

 最高裁においては、当方が上告及び上告受理申立てを行った事件及び機構が上告及び上告

受理申立てを行った各事件について、いずれも、以下の決定が行われています。 

(1)本件上告を棄却する。 

(2)本件を上告審として受理しない。 

(3)上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 

 

６．今後の見通し 

 本件が業績に与える影響については、訴訟損失引当金を計上しており、平成 26年３月期に

戻入益を特別利益に計上することが見込まれますが、平成 26 年３月期の業績予想の修正につ

きましては、訴訟関連費用等の金額が未確定のため、判明次第速やかに開示いたします。 

以 上 
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